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各位 

Ｔ＆Ｄ保険グループのＴ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社（社長：板坂 雅文）は、2021年

２月２日より、下記21代理店にて、『無配当特定疾病障害収入保障保険（無解約払戻金・Ⅰ

型）』/『無配当特定疾病一時給付保険（無解約払戻金・Ⅰ型）』～販売名称「働くあなたにやさ

しい保険２」～の販売を開始しますのでお知らせいたします。 

「働くあなたにやさしい保険２」は、死亡保障をなくし病気やケガによる「収入減少」と「支

出増加」にそなえる保険です。三大疾病やケガによる継続的な収入減少にそなえる「年金コー

ス」と三大疾病による治療費などの一時的な支出増加にそなえる「一時金コース」の2つのコース

からご選択いただくことができます。

本商品の主な特徴は別紙をご参照ください。 

今後も引続き、お客さまの視点に立ち、お客さまにとって魅力的な商品・サービスの提供に努

めてまいります。 

１．販売商品 

販売名称『働くあなたにやさしい保険２』 

無配当特定疾病障害収入保障保険（無解約払戻金・Ⅰ型） 

無配当特定疾病一時給付保険（無解約払戻金・Ⅰ型） 

２．販売開始日 

2021 年２月２日 

【働くあなたにやさしい保険２の販売代理店】（五十音順にて記載） 

池田泉州銀行 大分銀行 北日本銀行 群馬銀行 静岡銀行 

十六銀行 荘内銀行 仙台銀行 第三銀行 中国銀行 

筑波銀行 東邦銀行 富山銀行 名古屋銀行 南都銀行 

西日本シティ銀行 福井銀行 北都銀行 北洋銀行 武蔵野銀行 

ワイエムライフプランニング*

合計 21 代理店 
*ワイエムライフプランニングは山口フィナンシャルグループの 100％出資会社です。

※ 上記は 2021 年２月２日時点での販売金融機関等代理店を掲載しております。

以上 

２月２日より『働くあなたにやさしい保険２』の販売を開始 



別紙 

≪「働くあなたにやさしい保険２」の主な特徴≫ 

Point１ 〈年金コース〉障害等級 2 級以上および要介護 2 以上を保障します！ 

◇ 年金コースの「障害介護プラン」は、障害等級2級以上（精神疾患含む）および公的介護保険

制度の要介護２以上を保障。「三大疾病障害介護プラン」は、「障害介護プラン」の保障範囲

に加え三大疾病も保障。両プランとも介護・認知症サポートサービス「介護コンシェル」＊を

ご利用いただけます。 
*「介護コンシェル」は株式会社インターネットインフィニティーが提供するサービスです。ケアマネジャーの紹介や認

知症予防ツールの提供等、個々の事情に応じた最適な介護・認知症サポートサービスを提供しています。 

 

◇ 年金コースには、お支払要件の分かりやすい３つの

プランがあります。保障範囲にがんを対象とする

「がんプラン」、障害介護を対象とする「障害介護

プラン」、三大疾病まで対象を拡大した「三大疾病

障害介護プラン」からお選びいただけます。 
 
 

◇ 三大疾病や障害・介護の支払事由に該当すると、年金はすぐに受け取れ、病気やケガが完治・

復職したあとも受け取りが継続します。また、以後の保険料の払込は不要になります。 

 

Point２ 〈一時金コース〉2 回目以降の「がん一時給付金」は「通院」を保障します！ 

◇ 一時金コースは、がんの保障ニーズに応じて「がんプラン」と「三大疾病プラン（がん1倍型

/がん2倍型/がん5倍型）」からご選択いただけます。 

◇ 一時金は1年に1回を限度に何度でも受け取り可能です。2回目以降の「がん一時給付金」は

「入院」だけでなく「通院」でも受け取れます。 

◇ 心疾患や脳血管疾患の保障は、手術または「入院5日以上」で一時金が受け取れます。 

 

Point３ 〈一時金コース〉払い込んだ保険料の使わなかった分はキャッシュバックします！ 

◇ 一時金コースは、健康還付給付特則＊の適用により、既払込保険料相当額のうち使わなかった分

をキャッシュバックします。 
* 健康還付給付特則についての詳細は次頁をご参照ください。 
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年金コース 
三大疾病や大きなケガによる 「継続的な収入減少」 にそなえ 

毎月のお給料のように年金で受け取る 
  

 

 

 

一時金コース 
三大疾病による治療費などの 「一時的な支出増加」にそなえ 

使い道が自由な一時金で受け取る 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

お支払いする健康還付給付金 ＝ 既払込保険料相当額＊1 － 一時給付金受取総額 

*1 既払込保険料相当額とは、つぎの算式により計算される金額をいいます。 

（保険料のお払込が免除されている場合でも、お払込みされたものとします） 
月払保険料相当額＊２×12×健康還付給付金支払対象期間の年数 

*2 保険料の払込方法（回数）を月払とし、主契約に口座振替保険料率が適用され

た場合に払い込むべき１回分の保険料として計算された金額をいいます。 

（付加された特約およびこの特則以外の特則の保険料を含みません） 

 

以上 

 

※初回の年金請求以後、毎回の診断書の提出は不要です。 

健康還付給付特則を適用すると、健康還付給付金支払日にご生存の場合、

健康還付給付金をお受取りいただけます。 

 

※本資料では「重要事項に関するお知らせ（契約概要／注意喚起情報）」に記載されております、年金コースにおける
「保険契約の型／A型」を「がんプラン」、「保険契約の型／B型」を「障害介護プラン」、「保険契約の型／C型」を「三
大疾病障害介護プラン」として、一時金コースにおける「保険契約の型／がん保障型」を「がんプラン」、「保険契約の
型／三大疾病保障型／がん一時給付倍率1倍」を「三大疾病プラン／がん1倍型」、「保険契約の型／三大疾病保障型／
がん一時給付倍率2倍」を「三大疾病プラン／がん 2倍型」、「保険契約の型／三大疾病保障型／がん一時給付倍率5
倍」を「三大疾病プラン／がん 5倍型」として記載しております。 

この資料はニュースリリースであり、保険の募集を目的としておりません。この保険の詳細につきましては、「重要 

事項に関するお知らせ（契約概要／注意喚起情報）兼商品パンフレット」をご覧ください。 

ＵＲＬ：https://www.tdf-life.co.jp/hataraku_anata_ni_yasashii2/pamphlet/t_syunyu_hosyo.pdf 
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